
 

大阪市公金管理調整会議設置要綱 

 

制 定 平成 14年４月 30日   

最近改正 令和６年４月１日   

（設置） 

第１条 会計管理者及び公営企業管理者は、その保管する公金の預託における「大阪市金融

機関経営状況評価基準」の運用による金融機関の選択に当たり、ペイオフ制度に対して、

相殺し得る本市の債務の状況や地域経済に与える影響等を考慮した調整を行い、もって適

切な公金の管理に資するため、大阪市公金管理調整会議（以下｢公金管理調整会議｣という。）

を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 公金管理調整会議において調整を行う事務は、次のとおりとする。 

 (1) 本市の各局が保管する公金を適切に管理するための金融機関経営状況評価基準に関

すること。 

 (2) 本市の各局が行う個々の金融機関への預託対応の調整に関すること。 

 (3) 預金と相殺できる借入金等反対債務の状況把握と対応方策に関すること。 

 (4) その他公金の預託・管理にかかる課題の検討に関すること。 

 

（組織） 

第３条 公金管理調整会議は、財政局長、経済戦略局長、会計室長及び水道局長をもって組

織する。 

２ 公金管理調整会議に座長及び座長代理を置く。 

３ 座長は会計室長をもって充て、座長代理は互選により選任する。 

４ 座長は、公金管理調整会議を代表し、会務を主宰する。 

５ 座長代理は、座長を補佐するとともに、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第４条 公金管理調整会議は、座長が招集する。 

２ 公金管理調整会議は、必要があると認めるときは関係局の職員、金融専門家及び学識経

験者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

３ 公金管理調整会議の審議、討議内容及び提出資料については、公金管理調整会議の決定

により非公開とすることができる。 



 

（庶務） 

第５条 公金管理調整会議の庶務は、会計室決算調整担当において行う。 

 

（公金管理検討会） 

第６条 公金管理調整会議の所掌事務を整理し、会議の討議資料を作成するとともに、公金

管理調整会議の指示に従い、必要な調査、検討を行うため、関係局担当課長による公金管

理検討会を設置する。 

２ 公金管理検討会は、財政局財務部財源課長、経済戦略局産業振興部企業支援課長、会計

室決算調整担当課長、会計室会計管理担当課長及び水道局総務部経理課長をもって構成す

る。 

３ 公金管理検討会は、会計室決算調整担当課長が会務を主宰し、会議を招集する。 

４ 公金管理検討会について必要な事項は、公金管理調整会議の決定による。 

 

（施行の細目） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、公金管理調整会議の運営に関し必要な事項は、座長

が定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 14年４月 30日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 15年４月 16日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 16年４月 12日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 19年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 20年４月１日から施行する。 



 

   附 則 

 この要綱は、平成 21年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 22年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 23年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 25年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 26年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、地方独立行政法人大阪市民病院機構の成立の日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


